
中小河川におけるホットライン活用ガイドライン

◆平成28年台風第10号の小本川の水害では、避難勧告の発令基準に達していたことが、町長に伝わらず、避
難勧告が発令されない状況の下、グループホームの入居者9名を始め、死者・行方不明者が21名にのぼった

◆国管理の河川では、河川事務所長から市町村長等へ直接、河川情報を伝える「ホットライン」を構築済み。
都道府県では11県で構築→広く都道府県への拡大を目指す。

ガイドライン策定の背景

ガイドラインを策定し、ホットラインの取組を広く都道府県に定着させることにより、人的被害の発生を防ぐ

◆対象とする河川
・洪水予報河川、水位周知河川 等

◆誰から誰に？（実施体制）
・河川担当部局の長⇒市町村長 が基本

◆何を伝えるか？（実施内容）
・河川の水位の変化と今後の見通し
・想定される被害内容 等

◆実効性を高めるための取組
・事前に危険箇所や河川の特性を情報共有
・信頼関係の構築
・水位計等の観測機器の設置の推進
・タイムラインの策定とその活用

◆定義
・河川管理者から市町村長への直接の情報提供

中小河川の特性
・急激な水位上昇を伴う
・短時間での対応を迫られる

中小河川の特性を踏まえた
ガイドラインを策定

ホットラインの一層の普及

ガイドラインの主な内容

※地域の実情に応じ、実効性のあるホットラインとする


